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（
引
受
拒
絶
）

第
四
条　

当
店
は
、次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、引
越
運
送
の
引
受
け
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
一　
運
送
の
申
込
み
が
こ
の
約
款
に
よ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

　
二　
運
送
に
適
す
る
設
備
が
な
い
と
き
。

　
三　
運
送
に
関
し
申
込
者
か
ら
特
別
の
負
担
を
求
め
ら
れ
た
と
き
。

　
四　
運
送
が
法
令
の
規
定
又
は
公
の
秩
序
若
し
く
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

　
五　
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
。

２　
荷
物
が
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、当
該
荷
物
に
限
り
引
越
運
送
の
引
受
け
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
一　
現
金
、有
価
証
券
、宝
石
貴
金
属
、預
金
通
帳
、キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
、印
鑑
等
荷
送
人
に
お
い
て
携
帯
す
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
品

　
二　
火
薬
類
そ
の
他
の
危
険
品
、不
潔
な
物
品
等
他
の
荷
物
に
損
害
を
及
ぼ
す
恐
れ
の
あ
る
も
の

　
三　
動
植
物
、ピ
ア
ノ
、美
術
品
、骨
董
品
等
運
送
に
当
た
っ
て
特
殊
な
管
理
を
要
す
る
た
め
、他
の
荷
物
と
同
時
に
運
送
す
る
こ
と
に
適

　
　
　
さ
な
い
も
の

　

四　

申
込
者
が
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
種
類
及
び
性
質
の
申
告
を
せ
ず
、又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
点
検
の
同
意

　
　
　
を
与
え
な
い
も
の

　
　

 

（
連
絡
運
輸
又
は
利
用
運
送
）

第
五
条　

当
店
は
、荷
送
人
の
利
益
を
害
し
な
い
限
り
、引
き
受
け
た
荷
物
の
運
送
を
他
の
運
送
機
関
と
連
絡
し
て
、又
は
他
の
貨
物
自
動

　
車
運
送
事
業
者
の
行
う
運
送
若
し
く
は
他
の
運
送
機
関
を
利
用
し
て
運
送
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。　　
　

　
　  （
荷
物
の
受
取
を
行
う
日
時
）

第
六
条　

当
店
は
、見
積
書
に
記
載
し
た
受
取
日
時
に
荷
物
を
受
け
取
り
ま
す
。

　
　

 

（
荷  

造  

り
）

第
七
条　

荷
送
人
は
、荷
物
の
性
質
、重
量
、容
積
、運
送
距
離
等
に
応
じ
て
、運
送
に
適
す
る
よ
う
に
荷
造
り
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

２　
当
店
は
、荷
物
の
荷
造
り
が
運
送
に
適
さ
な
い
と
き
は
、荷
送
人
に
対
し
必
要
な
荷
造
り
を
要
求
し
、又
は
荷
送
人
の
負
担
に
よ
り
必
要

　
な
荷
造
り
を
行
い
ま
す
。

３　
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、当
店
は
荷
送
人
か
ら
の
申
込
み
に
応
じ
て
、荷
送
人
の
負
担
に
よ
り
必
要
な
荷
造
り
を
行
い
ま
す
。

　
　

 

（
荷
物
の
種
類
及
び
性
質
の
確
認
）

第
八
条　

当
店
は
、荷
物
を
受
け
取
る
時
に
、第
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
荷
物
、貴
重
品（
第
四
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲

　
げ
る
も
の
を
除
く
。）、壊
れ
や
す
い
も
の（
パ
ソ
コ
ン
等
の
電
子
機
器
を
含
む
。第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）、変
質
若
し
く
は

　
腐
敗
し
や
す
い
も
の
等
運
送
上
特
段
の
注
意
を
要
す
る
も
の
の
有
無
並
び
に
そ
の
種
類
及
び
性
質
を
申
告
す
る
こ
と
を
荷
送
人
に
求
め
ま

　
す
。

２　
当
店
は
、前
項
の
場
合
に
お
い
て
、そ
の
種
類
及
び
性
質
に
つ
き
荷
送
人
が
告
げ
た
こ
と
に
疑
い
が
あ
る
と
き
は
、荷
送
人
の
同
意
を
得

　
て
、そ
の
立
会
い
の
上
で
、こ
れ
を
点
検
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３　
当
店
は
、前
項
の
規
定
に
よ
り
点
検
し
た
場
合
に
お
い
て
、荷
物
の
種
類
及
び
性
質
が
荷
送
人
の
申
告
し
た
と
こ
ろ
と
異
な
ら
な
い
と
き

　
は
、こ
の
た
め
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
ま
す
。

４　
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
点
検
し
た
場
合
に
お
い
て
、荷
物
の
種
類
及
び
性
質
が
荷
送
人
の
申
告
と
異
な
る
と
き
は
、点
検
に
要
し
た
費

　
用
は
荷
送
人
の
負
担
と
し
ま
す
。

　
　

 

（
荷
物
の
引
渡
し
を
行
う
日
）

第
九
条　

当
店
は
、見
積
書
に
記
載
し
た
引
渡
日
に
荷
物
を
引
き
渡
し
ま
す
。ま
た
、荷
物
受
取
時
に
、引
渡
日
時
を
荷
送
人
又
は
荷
受
人

　
に
対
し
て
通
知
し
ま
す
。

　
　  （
荷
受
人
が
不
在
の
場
合
の
措
置
）

第
十
条　

荷
受
人
が
見
積
書
に
記
載
し
た
引
渡
日
に
引
渡
先
に
不
在
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
は
、あ
ら
か
じ
め
荷
送
人
に
対
し
、荷
受
人

　
に
代
わ
っ
て
荷
物
を
受
け
取
る
者（
以
下「
代
理
受
取
人
」と
い
う
。）の
氏
名
及
び
連
絡
先
の
申
告
を
求
め
ま
す
。

２　
荷
受
人
が
見
積
書
に
記
載
し
た
引
渡
日
に
不
在
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、当
該
代
理
受
取
人
に
対
す
る
荷
物
の
引
渡
し
を
も
っ
て
荷
受
人

　
に
対
す
る
引
渡
し
と
み
な
し
ま
す
。

　
　

 

（
引
渡
し
が
で
き
な
い
場
合
の
措
置
）

第
十
一
条　

当
店
は
、荷
受
人
又
は
代
理
受
取
人（
以
下「
荷
受
人
等
」と
い
う
。）を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、又
は
荷
受
人
等

　
が
荷
物
の
受
取
を
拒
ん
だ
と
き
、若
し
く
は
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
こ
れ
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、遅
滞
な
く
荷
送
人
に

　
対
し
、相
当
の
期
間
を
定
め
て
荷
物
の
処
分
に
つ
き
指
図
を
求
め
ま
す
。

２　
前
項
に
規
定
す
る
指
図
の
請
求
及
び
そ
の
指
図
に
従
っ
て
行
っ
た
処
分
に
要
し
た
費
用
は
荷
送
人
の
負
担
と
し
ま
す
。

　
　

 

（
引
渡
し
が
で
き
な
い
荷
物
の
処
分
）

第
十
二
条　

当
店
は
、相
当
の
期
間
内
に
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
図
が
な
い
と
き
は
、荷
物
を
倉
庫
営
業
者
に
寄
託
し
又
は
供
託
し
若

　
し
く
は
競
売
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

２　
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
行
っ
た
と
き
は
、遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
荷
送
人
又
は
荷
受
人
に
対
し
て
通
知
し
ま
す
。

３　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
要
し
た
費
用
は
、荷
送
人
の
負
担
と
し
ま
す
。

４　
当
店
は
、第
一
項
の
規
定
に
よ
り
競
売
し
た
と
き
は
、そ
の
代
価
の
全
部
又
は
一
部
を
運
賃
等
並
び
に
指
図
の
請
求
及
び
競
売
に
要
し

　
た
費
用
に
充
当
し
、不
足
が
あ
る
と
き
は
、荷
送
人
に
そ
の
支
払
を
請
求
し
、余
剰
が
あ
る
と
き
は
、こ
れ
を
荷
送
人
に
交
付
し
、又
は
供

　
託
し
ま
す
。

　
　  （
指
　
図
）

第
十
三
条　

荷
送
人
は
、当
店
に
対
し
、荷
物
の
運
送
の
中
止
、返
送
、転
送
そ
の
他
の
処
分
に
つ
き
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２　
前
項
に
規
定
す
る
荷
送
人
の
権
利
は
、荷
受
人
に
荷
物
を
引
き
渡
し
た
と
き
は
、行
使
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
　  （
指
図
に
応
じ
な
い
場
合
）

第
十
四
条　

当
店
は
、運
送
上
の
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
は
、前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
荷
送
人
の
指
図
に
応

　
じ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

２　
当
店
は
、前
項
の
規
定
に
よ
り
指
図
に
応
じ
な
い
と
き
は
、遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
荷
送
人
に
通
知
し
ま
す
。

　
　 （
運
賃
及
び
料
金
）

第
十
八
条　

運
賃
及
び
料
金
並
び
に
そ
の
適
用
方
法
は
、当
店
が
別
に
定
め
る
運
賃
料
金
表
に
よ
り
ま
す
。

２　

運
賃
及
び
料
金
並
び
に
そ
の
適
用
方
法
は
、営
業
所
そ
の
他
の
事
業
所
の
店
頭
に
掲
示
し
、又
は
店
頭
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、当

　

店
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
ま
す
。

３　

当
店
は
、申
し
込
み
を
受
け
た
運
送
に
附
帯
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
と
き
は
、こ
れ
に
係
る
料
金
を
収
受
し
ま
す
。

　
　 （
運
賃
等
の
収
受
）

第
十
九
条　

当
店
は
、荷
物
を
受
け
取
る
と
き
に
見
積
書
に
記
載
さ
れ
た
支
払
方
法
に
よ
り
、荷
送
人
か
ら
運
賃
等
を
収
受
し
ま
す
。

２　

当
店
は
、次
の
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
に
基
づ
き
運
賃
等
を
請
求
し
ま
す
。

　

一　

運
賃
等
の
請
求
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
、住
所
及
び
電
話
番
号

　

二　

発
送
地
及
び
到
達
地
の
地
名
、地
番
及
び
連
絡
先
電
話
番
号

　

三　

運
賃
等
の
合
計
額
及
び
そ
の
内
訳（
運
賃
等
の
内
容
ご
と
に
区
分
し
て
わ
か
り
や
す
く
記
載
し
ま
す
。）

　

四　

当
店
の
名
称
、住
所
、電
話
番
号
及
び
問
い
合
わ
せ
窓
口
電
話
番
号

　

五　
そ
の
他
運
賃
等
の
収
受
に
関
し
必
要
な
事
項

３　

前
項
各
号
に
つ
い
て
、当
店
は
見
積
書
に
記
載
し
た
内
容
に
準
拠
し
て
記
載
し
ま
す
。た
だ
し
、見
積
り
を
行
っ
た
後
に
当
該
内
容
に

　

変
更
が
生
じ
た
場
合
は
、当
該
変
更
に
応
じ
て
所
要
の
修
正
を
行
い
ま
す
。

４　

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、変
更
が
生
じ
た
結
果
、実
際
に
要
す
る
運
賃
等
の
合
計
額
が
見
積
書
に
記
載
し
た
運
賃
等
の
合

　

計
額
と
異
な
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
の
修
正
に
つ
い
て
は
、次
の
各
号
に
基
づ
き
行
い
ま
す
。

　

一　

実
際
に
要
す
る
運
賃
等
の
合
計
額
が
見
積
書
に
記
載
し
た
運
賃
等（
以
下「
見
積
運
賃
等
」と
い
う
。）の
合
計
額
よ
り
少
な
い
場

　
　

合　

実
際
に
要
す
る
運
賃
等
の
合
計
額
及
び
そ
の
内
容
に
修
正
し
ま
す
。

　

二　

実
際
に
要
す
る
運
賃
等
の
合
計
額
が
見
積
運
賃
等
の
合
計
額
を
超
え
る
場
合　

荷
送
人
の
責
任
に
よ
る
事
由
に
よ
り
見
積
運
賃

　
　

等
の
算
出
の
基
礎
に
変
化
が
生
じ
た
と
き
に
限
り
、実
際
に
要
す
る
運
賃
等
の
合
計
額
及
び
そ
の
内
容
に
修
正
し
ま
す
。

５　

当
店
は
、第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、荷
物
を
引
き
渡
し
た
後
に
荷
受
人
等
か
ら
運
賃
等
を
収
受
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が

　
あ
り
ま
す
。こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
し
ま
す
。

　
　 （
事
故
等
と
運
賃
、料
金
）

第
二
十
条　

当
店
は
、第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
を
し
た
と
き
は
、そ
の
処
分
に
要
す
る
運
賃
、料
金
そ
の
他
の
費
用
を
収

　

受
し
、並
び
に
当
店
が
既
に
行
っ
た
運
送
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
運
賃
等
を
収
受
し
ま
す
。

２　

当
店
は
、第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
を
し
た
と
き
は
、事
故
等
が
荷
送
人
の
責
任
に
よ
る
事
由
又
は
荷
物

　
の
性
質
若
し
く
は
欠
陥
に
よ
り
生
じ
た
場
合
に
限
り
、そ
の
処
分
に
要
す
る
運
賃
、料
金
そ
の
他
の
費
用
を
収
受
し
ま
す
。

３　

当
店
は
、荷
物
の
一
部
の
滅
失
若
し
く
は
損
傷
又
は
遅
延
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
申
込
み
に
係
る
運
送
を
続
行
し
た
場
合
は
、運

　

賃
等
の
全
額
を
収
受
し
ま
す
。

４　

当
店
は
、第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
荷
物
の
全
部
の
滅
失
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
荷
物
の
相
当
部
分
の
滅
失
又
は
全

　

部
若
し
く
は
相
当
部
分
の
損
傷
が
生
じ
た
場
合
は
、当
該
事
故
が
荷
送
人
の
責
任
に
よ
る
事
由
又
は
荷
物
の
性
質
若
し
く
は
欠
陥
に

　
よ
り
生
じ
た
場
合
に
限
り
、当
店
が
既
に
行
っ
た
運
送
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
運
賃
等
を
収
受
し
ま
す
。

５　

第
一
項
、第
二
項
及
び
第
四
項
の
場
合
に
お
い
て
、当
店
が
既
に
そ
の
荷
物
に
つ
い
て
運
賃
等
の
全
部
又
は
一
部
を
収
受
し
て
い
る
場

　

合
に
は
、第
一
項
、第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
店
が
収
受
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
金
額
に
充
当
し
、余
剰
が
あ
る
と
き
は

　

払
い
戻
し
ま
す
。

　
　 （
解
約
手
数
料
又
は
延
期
手
数
料
等
）

第
二
十
一
条　

当
店
が
、解
約
手
数
料
又
は
延
期
手
数
料
を
請
求
す
る
場
合
は
、そ
の
解
約
又
は
受
取
日
の
延
期
の
原
因
が
荷
送
人
の

　

責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、解
約
又
は
受
取
日
の
延
期
の
指
図
が
見
積
書
に
記
載
し
た
受
取
日
の
前
々
日
、前
日
又
は
当
日
に
行
わ

　

れ
た
と
き
に
限
り
ま
す
。た
だ
し
、第
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、解
約
手
数
料
又
は
延
期
手
数

　

料
を
請
求
し
ま
せ
ん
。

２　

前
項
の
解
約
手
数
料
又
は
延
期
手
数
料
の
額
は
、次
の
各
号
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

　

一　

見
積
書
に
記
載
し
た
受
取
日
の
前
々
日
に
解
約
又
は
受
取
日
の
延
期
の
指
図
を
し
た
と
き　

見
積
運
賃
等（
料
金
に
あ
っ
て
は
、

　
　

積
込
み
、取
卸
し
、搬
出
、搬
入
、荷
造
り
及
び
開
梱
に
要
す
る
も
の
に
限
る
。次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
二
十
パ
ー
セ

　
　
ン
ト
以
内

　

二　

見
積
書
に
記
載
し
た
受
取
日
の
前
日
に
解
約
又
は
受
取
日
の
延
期
の
指
図
を
し
た
と
き　

見
積
運
賃
等
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

　
　

内

　

三　

見
積
書
に
記
載
し
た
受
取
日
の
当
日
に
解
約
又
は
受
取
日
の
延
期
の
指
図
を
し
た
と
き　

見
積
運
賃
等
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

　
　

内

３　

解
約
の
原
因
が
荷
送
人
の
責
任
に
よ
る
場
合
に
は
、解
約
手
数
料
と
は
別
に
、当
店
が
既
に
実
施
し
、又
は
着
手
し
た
附
帯
サ
ー
ビ

　
ス
に
要
し
た
費
用（
見
積
書
に
明
記
し
た
も
の
に
限
る
。）を
収
受
し
ま
す
。

４　

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、前
項
の
費
用
の
収
受
に
つ
い
て
準
用
し
ま
す
。

こ
ん

　
　

 

（
適
用
範
囲
）

第
一
条　
こ
の
約
款
は
、一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
よ
り
行
う
引
越
運
送
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
荷
造
り
、不
用
品
の
処
理
等

　
の
サ
ー
ビ
ス
に
適
用
さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、事
業
所
等
の
移
転
又
は
当
店
が
提
供
す
る
定
型
の
容
器
を
用
い
て
定
額
で
行
う
運
送
で

　

あ
っ
て
、こ
の
約
款
に
よ
ら
な
い
旨
を
あ
ら
か
じ
め
告
知
し
た
場
合
に
は
、適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

２　
こ
の
約
款
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、法
令
又
は
一
般
の
慣
習
に
よ
り
ま
す
。

３　

当
店
は
、前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、法
令
に
反
し
な
い
範
囲
で
、特
約
の
申
込
み
に
応
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
　

 

（
受
付
日
時
）

第
二
条　

当
店
は
、受
付
日
時
を
定
め
、店
頭
に
掲
示
し
、又
は
当
店
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
ま
す
。

２　

前
項
の
受
付
日
時
を
変
更
す
る
場
合
は
、あ
ら
か
じ
め
営
業
所
そ
の
他
の
事
業
所
の
店
頭
に
掲
示
し
、又
は
当
店
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

　

ト
に
掲
載
し
ま
す
。

　
　

 

（
見  

積  

り
）

第
三
条　

当
店
は
、引
越
運
送
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
運
賃
及
び
料
金（
以
下「
運
賃
等
」と
い
う
。）に
つ
い
て
、試

　
算（
以
下「
見
積
り
」と
い
う
。）を
行
い
ま
す
。

２　
見
積
り
を
行
っ
た
と
き
は
、次
の
事
項
を
記
載
し
た
見
積
書
を
申
込
者
に
発
行
し
ま
す
。

　
一　
申
込
者
の
氏
名
又
は
名
称
、住
所
及
び
電
話
番
号

　
二　
荷
受
人
の
氏
名
又
は
名
称
、住
所
及
び
電
話
番
号

　
三　
荷
物
の
受
取
日
時
及
び
引
渡
日

　
四　
発
送
地
及
び
到
達
地
の
地
名
、地
番
及
び
連
絡
先
電
話
番
号

　
五　
運
賃
等
の
合
計
額
、内
訳
及
び
支
払
方
法

　
六　
解
約
手
数
料
の
額

　
七　
当
店
の
名
称
、事
業
許
可
番
号
、住
所
、電
話
番
号
、見
積
り
担
当
者
の
氏
名
及
び
問
い
合
わ
せ
窓
口
電
話
番
号

　
八　
荷
送
人
及
び
荷
受
人
並
び
に
当
店
が
行
う
作
業
内
容

　
九　
そ
の
他
見
積
り
に
関
し
必
要
な
事
項

３　

前
項
第
五
号
の
記
載
に
つ
い
て
は
、第
三
号
及
び
第
四
号
の
事
項
並
び
に
積
込
み
、取
卸
し
、搬
出
及
び
搬
入
作
業
、荷
造
り
作
業
、

　

開
梱
作
業
等
に
応
じ
て
運
賃
等
の
内
容
ご
と
に
区
分
し
て
わ
か
り
や
す
く
記
載
し
ま
す
。

４　

見
積
料
は
請
求
し
ま
せ
ん
。た
だ
し
、発
送
地
又
は
到
達
地
に
お
い
て
下
見
を
行
っ
た
場
合
に
限
り
、下
見
に
要
し
た
費
用
を
請
求

　
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ
の
場
合
に
は
、見
積
り
を
行
う
前
に
そ
の
金
額
を
申
込
者
に
通
知
し
、了
解
を
得
る
こ
と
と
し
ま
す
。

５　

当
店
は
、見
積
り
の
際
に
内
金
、手
付
金
等（
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
下
見
に
要
し
た
費
用
を
除
く
。）を
請
求
し
ま
せ
ん
。

６　

当
店
は
、見
積
り
時
に
申
込
者
に
対
し
て
、こ
の
約
款
を
提
示
し
ま
す
。

７　

当
店
は
、見
積
書
に
記
載
し
た
荷
物
の
受
取
日
の
三
日
前
ま
で
に
、申
込
者
に
対
し
て
、見
積
書
の
記
載
内
容
の
変
更
の
有
無
等
に
つ

　
い
て
確
認
を
行
い
ま
す
。　

３　

当
店
は
、前
項
の
場
合
に
お
い
て
、指
図
を
待
つ
い
と
ま
が
な
い
と
き
、又
は
当
店
の
定
め
た
期
間
内
に
指
図
が
な
い
と
き
は
、荷

　

送
人
の
利
益
の
た
め
に
、当
店
の
裁
量
に
よ
っ
て
運
送
の
中
止
又
は
運
送
経
路
若
し
く
は
運
送
方
法
の
変
更
そ
の
他
適
切
な
処
分

　

を
し
ま
す
。

４　

当
店
は
、前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
と
き
は
、遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
荷
送
人
に
通
知
し
ま
す
。

５　

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、当
店
は
運
送
上
の
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、荷
送
人
の
指
図
に
応
じ
な
い
こ
と
が

　

あ
り
ま
す
。

６　

当
店
は
、前
項
の
規
定
に
よ
り
指
図
に
応
じ
な
い
と
き
は
、遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
荷
送
人
に
通
知
し
ま
す
。

７　

当
店
は
、荷
物
の
一
部
の
滅
失
又
は
損
傷
を
発
見
し
た
と
き
は
、荷
送
人
の
指
図
を
求
め
ず
に
運
送
を
続
行
し
た
上
で
、遅
滞
な

　

く
そ
の
旨
を
荷
送
人
に
通
知
し
ま
す
。

　
　 （
危
険
品
等
の
処
分
）

第
十
六
条　

当
店
は
、荷
物
が
危
険
品
等
他
の
荷
物
に
損
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
運
送
の
途
上
で
知
っ
た

　

と
き
は
、荷
物
の
取
卸
し
そ
の
他
運
送
上
の
損
害
を
防
止
す
る
た
め
の
処
分
を
し
ま
す
。

２　

前
項
に
規
定
す
る
処
分
に
要
し
た
費
用
は
、荷
送
人
の
負
担
と
し
ま
す
。

３　

当
店
は
、第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
と
き
は
、遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
荷
送
人
に
通
知
し
ま
す
。

　
　 （
事
故
証
明
書
の
発
行
）

第
十
七
条　

当
店
は
、荷
物
の
滅
失
、損
傷
又
は
遅
延
に
関
し
、証
明
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、荷
物
を
引
き
渡
し
た
日（
滅
失
の

　

と
き
は
見
積
書
に
記
載
し
た
引
渡
日
）か
ら
一
年
以
内
に
限
り
、事
故
証
明
書
を
発
行
し
ま
す
。

　
　 （
責
任
と
挙
証
等
）

第
二
十
二
条　

当
店
は
、荷
物
の
受
取（
荷
造
り
を
含
む
。）か
ら
引
渡
し（
開
梱
を
含
む
。）ま
で
の
間
に
そ
の
荷
物
そ
の
他
の
も
の
が
滅

　
失
し
若
し
く
は
損
傷
し
、若
し
く
は
そ
の
滅
失
若
し
く
は
損
傷
の
原
因
が
生
じ
、又
は
荷
物
が
遅
延
し
た
と
き
は
、こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た

　
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
い
ま
す
。た
だ
し
、当
店
が
、自
己
又
は
使
用
人
そ
の
他
運
送
の
た
め
に
使
用
し
た
者
が
、荷
物
の
荷
造
り
、

　
開
梱
、受
取
、引
渡
し
、保
管
及
び
運
送
に
つ
い
て
注
意
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
と
き
は
、こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　 （
免
　
責
）

第
二
十
三
条　

当
店
は
、次
の
事
由
に
よ
る
荷
物
の
滅
失
、損
傷
又
は
遅
延
の
損
害
に
つ
い
て
は
、損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

　
一　
荷
物
の
欠
陥
、自
然
の
消
耗

　
二　
荷
物
の
性
質
に
よ
る
発
火
、爆
発
、む
れ
、か
び
、腐
敗
、変
色
、さ
び
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
事
由

　
三　
ス
ト
ラ
イ
キ
若
し
く
は
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
、社
会
的
騒
擾
そ
の
他
の
事
変
又
は
強
盗

　
四　
不
可
抗
力
に
よ
る
火
災

　
五　
予
見
で
き
な
い
異
常
な
交
通
障
害

　
六　
地
震
、津
波
、洪
水
、暴
風
雨
、地
す
べ
り
、山
崩
れ
そ
の
他
の
天
災

　
七　
法
令
又
は
公
権
力
の
発
動
に
よ
る
運
送
の
差
止
め
、開
封
、没
収
、差
押
え
又
は
第
三
者
へ
の
引
渡
し

　
八　
荷
送
人
又
は
荷
受
人
等
の
故
意
又
は
過
失

　
　 （
引
受
制
限
荷
物
等
に
関
す
る
特
則
）

第
二
十
四
条　

第
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
荷
物
に
つ
い
て
は
、当
店
が
そ
の
旨
を
知
っ
て
引
き
受
け
た
場
合
に
限
り
、当
店
は
、当
該

　
荷
物
の
滅
失
、損
傷
又
は
遅
延
に
つ
い
て
、損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
す
。

２　

貴
重
品
、壊
れ
や
す
い
も
の
、変
質
又
は
腐
敗
し
や
す
い
も
の
等
運
送
上
の
特
段
の
注
意
を
要
す
る
荷
物（
第
四
条
第
二
項
各
号
に
掲

　
げ
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、荷
送
人
が
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
有
無
の
申
告
を
せ
ず
、か
つ
、当
店
が
過
失
な
く
し
て

　
そ
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
は
、当
店
は
、運
送
上
の
特
段
の
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
当
該
荷
物
の
滅
失
若
し
く

　
は
損
傷
又
は
当
該
荷
物
に
よ
り
生
じ
た
他
の
荷
物
の
滅
失
、損
傷
若
し
く
は
遅
延
に
つ
い
て
、損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

　
　 （
責
任
の
特
別
消
滅
事
由
）

第
二
十
五
条　

荷
物
の
一
部
の
滅
失
又
は
損
傷
に
つ
い
て
の
当
店
の
責
任
は
、荷
物
を
引
き
渡
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
通
知
を
発
し
な
い

　
限
り
消
滅
し
ま
す
。

２　
前
項
の
規
定
は
、当
店
が
そ
の
損
害
を
知
っ
て
荷
物
を
引
き
渡
し
た
場
合
に
は
、適
用
し
ま
せ
ん
。

３　
荷
送
人
が
第
三
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
荷
物
の
運
送
を
当
店
が
行
う
場
合
に
お
い
て
、当
該
荷
物
の
運
送
に
係
る
荷
受
人
へ
の
荷
物
の

　

引
渡
し
の
日
か
ら
三
月
以
内
に
、荷
送
人
が
、第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、荷
送
人
に
対
す
る
当
店
の
責
任
に
係
る
第
一
項
の
期    

　
間
は
、荷
送
人
が
当
該
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
延
長
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。

　
　 （
損
害
賠
償
の
額
）

第
二
十
六
条　

当
店
は
、荷
物
の
滅
失
又
は
損
傷
に
よ
り
直
接
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
ま
す
。

２　
当
店
は
、遅
延
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、次
の
各
号
の
規
定
に
よ
り
賠
償
し
ま
す
。

　
一　
見
積
書
に
記
載
し
た
受
取
日
時
に
荷
物
の
受
取
を
し
な
か
っ
た
と
き 

受
取
遅
延
に
よ
り
直
接
生
じ
た
財
産
上
の
損
害
を
運
賃
等
の

　
　
合
計
額
の
範
囲
内
で
賠
償
し
ま
す
。

　
二　
見
積
書
に
記
載
し
た
引
渡
日
に
荷
物
の
引
渡
し
を
し
な
か
っ
た
と
き 

引
渡
遅
延
に
よ
り
直
接
生
じ
た
財
産
上
の
損
害
を
運
賃
等
の

　
　
合
計
額
の
範
囲
内
で
賠
償
し
ま
す
。

　
三　
第
一
号
及
び
第
二
号
が
同
時
に
生
じ
た
と
き　
受
取
遅
延
及
び
引
渡
遅
延
に
よ
り
直
接
生
じ
た
財
産
上
の
損
害
を
運
賃
等
の
合
計

　
額
の
範
囲
内
で
賠
償
し
ま
す
。

３　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、当
店
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
荷
物
の
受
取
又
は
引
渡
し
の
遅
延
が
生
じ
た
と
き
は
、当
店

　
は
そ
れ
に
よ
り
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
ま
す
。

　
　 （
除
斥
期
間
）

第
二
十
七
条　

荷
物
の
滅
失
、損
傷
又
は
遅
延
に
つ
い
て
の
当
店
の
責
任
は
、荷
物
の
引
渡
し
が
さ
れ
た
日（
荷
物
の
全
部
滅
失
の
場
合
に

　
あ
っ
て
は
、そ
の
引
渡
し
が
さ
れ
る
べ
き
日
）か
ら
一
年
以
内
に
裁
判
上
の
請
求
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、消
滅
し
ま
す
。

２　
前
項
の
期
間
は
、荷
物
の
滅
失
等
に
よ
る
損
害
が
発
生
し
た
後
に
限
り
、合
意
に
よ
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３　
荷
送
人
が
第
三
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
荷
物
の
運
送
を
当
店
が
行
う
場
合
に
お
い
て
、荷
送
人
が
第
一
項
の
期
間
内
に
損
害
を
賠
償
し

　
又
は
裁
判
上
の
請
求
を
さ
れ
た
と
き
は
、荷
送
人
に
対
す
る
当
店
の
責
任
に
係
る
同
項
の
期
間
は
、荷
送
人
が
損
害
を
賠
償
し
又
は
裁
判

　
上
の
請
求
を
さ
れ
た
日
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
延
長
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。

　
　 （
連
絡
運
輸
又
は
利
用
運
送
の
際
の
責
任
）

第
二
十
八
条　

当
店
が
他
の
運
送
機
関
と
連
絡
し
て
、又
は
他
の
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
の
行
う
運
送
若
し
く
は
他
の
運
送
機
関
を
利

　
用
し
て
運
送
を
行
う
場
合
に
お
い
て
も
、運
送
上
の
責
任
は
、こ
の
運
送
約
款
に
よ
り
当
店
が
負
い
ま
す
。

　
　 （
荷
送
人
又
は
荷
受
人
等
の
賠
償
責
任
）

第
二
十
九
条　

荷
送
人
又
は
荷
受
人
等
は
、自
ら
の
故
意
若
し
く
は
過
失
に
よ
り
、又
は
荷
物
の
性
質
若
し
く
は
欠
陥
に
よ
り
当
店
に
与
え

　
た
損
害
に
つ
い
て
、損
害
賠
償
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。た
だ
し
、荷
送
人
又
は
荷
受
人
等
が
過
失
な
く
し
て
そ
の
性
質
若

　
し
く
は
欠
陥
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
、又
は
当
店
が
こ
れ
を
知
っ
て
い
た
と
き
は
、こ
の
限
り
で
あ
り
ま
せ
ん
。

附
則

　
　 （
施
行
期
日
）

１　
こ
の
告
示
は
、令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　 （
経
過
措
置
）

２　
こ
の
告
示
の
施
行
前
に
締
結
さ
れ
た
運
送
契
約
に
係
る
標
準
引
越
運
送
約
款
の
適
用
に
つ
い
て
は
、な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。　

こ
ん

こ
ん

こ
ん

　

 　
（
事
故
の
際
の
措
置
）

第
十
五
条　

当
店
は
、荷
物
の
全
部
の
滅
失
を
発
見
し
た
と
き
は
、遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
荷
送
人
に
通
知
し
ま
す
。

２　

当
店
は
、荷
物
の
相
当
部
分
の
滅
失
又
は
全
部
若
し
く
は
相
当
部
分
の
損
傷
を
発
見
し
た
と
き
、又
は
荷
物
の
引
渡
し
が
見
積

　

書
に
記
載
し
た
引
渡
日
よ
り
遅
延
す
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、遅
滞
な
く
荷
送
人
に
対
し
、相
当
の
期
間
を
定
め
荷
物
の
処
分
に

　
つ
き
指
図
を
求
め
ま
す
。



 

引越運賃料金適用方                    

株式会社スタイル  

 

この運賃料金は引越荷物を運送する場合に適用します。ただし、事業所等の移転又は定

型の容器を用いて定額で行う運送であって、引越約款によらない旨をあらかじめ告知した

場合には適用しません。  

 

（運賃料金の適用）  

１．この運賃及び料金は、実車キロ（荷物を積んで運送する距離をいいます。以下同じ） 

が、１００キロメートル以内は時間制運賃を適用し、１００キロメートルを超える場合 

は距離制運賃を適用します。  

 

（運賃料金計算の基本）  

２．時間制運賃は、使用車両及び基礎作業時間（車両が荷主の指定した場所に到着したと 

きからその作業が終了して車庫に帰るまでの時間をいいます。）の別（８時間制又は４ 

時間制の別）ごとに計算します。  

  この場合、４時間制運賃は、基礎作業時間が午前から午後にまたがらない場合であっ 

て、かつ、４時間以内のときにのみ適用します。  

  また、８時間制運賃は、上記以外の場合（基礎作業時間が午前から午後にまたがる場 

合又は４時間を超える場合）適用しますが、基礎作業時間が８時間を超える場合は、   

超過時間に応じて所定の時間加算額を加えて計算します。  

３．距離制運賃の運送距離の計算は、１車、１回の運送ごとの実車キロ程によるものとし、 

経路が二途以上あるときは、その最短となる経路のキロ程により計算します。  

  ただし、荷送人が経路を指定したときは、その指定した経路のキロ程によります。  

 

（運賃計算の方法）  

４．（１）運賃は使用車両の最大積載量（標記トン数といいます。以下同じ）及び時間又 

は運送距離によって、運賃率表に掲げてある金額（基準運賃といいます。以下同

じ）の上下それぞれ１０％の範囲内で計算します。  

（２）割増率が適用される場合は、基準運賃にそれぞれの率を乗じた金額を基準運賃 

に加算した上で、上下それぞれ１０％の範囲内で計算します。  

（３）２種以上の割増率が重複する場合には、それぞれの率をあらかじめ加算した上 

で計算します。 

 

（は数の処理）                                

５．運賃又は料金を計算する場合において生じた１円未満のは数は、１円単位に四捨五入 

します。  

 

（冬  期  割  増）  

６．運送区間中に冬期割増適用地域に該当する部分がある場合は、次の式により算出した 

金額を加算します。  

  冬期割増区間の運送時間又は距離に対応する基準運賃×０．２  

 



地           域  期   間  割増率  

北  海  道  
自 １１月１６日 

至  ４ 月１５日  
２ 割  

青森県・秋田県・山形県・新潟県・長野県・富山県・

石川県・福井県・鳥取県・島根県の全県  

 

 

自 １２月  １  日  

 

 

至  ３  月３１日  

 

 

 

２ 割  

岩手県のうち、北上市・久慈市・遠野市・二戸市・九

戸郡・二戸郡・上閉伊郡・下閉伊郡・岩手郡・和賀郡  

福島県のうち、会津若松氏・喜多方市・南会津郡・北

会津郡・耶麻郡・大沼郡・河沼郡  

岐阜県のうち、高山市・大野郡・吉城郡・益田郡・郡

上郡  

 

（休  日  割  増）  

７．日曜祝祭日及びそれにまたがる運送については、次の式により算出した金額を加算し 

ます。  

  日曜祝祭日に運送した運送時間又は距離に対応する基準運賃×０．２ 

 

日曜祝祭日に運送した時間又は距離に限る  ２   割  

 

（深夜・早朝割増）  

８．深夜・早朝割増の適用時間（午後１０時から午前５時まで）におこなわれる運送につ 

いては、次の式により算出した金額を加算します。  

  深夜・早朝割増適用時間に運送した運送時間又は距離に対応する基準運賃×０．３  

 

午後１０時から午前５時までに運送した時間又は距離に限る  ３   割  

 

（荷役に係る料金）  

９－１．荷役作業（積込み、取卸し、搬出及び搬入作業）、荷造り作業、開梱作業に係る

費用 (運転手作業員料を除く。 )は、以下に定める料金を収受します。  

 

 （１）荷役作業員料  

  上限  下限  

作業員１人  １時間までごとに 50,000 円  12,000 円  

 

 （２）荷造作業員料  

  上限  下限  

作業員１人  １時間までごとに 38,000 円  12,000 円  



 （３）開梱作業員料  

  上限  下限  

作業員１人  １時間までごとに 38,000 円  12,000 円  

 

（車両留置料）  

９－２．実車キロが１００キロメートルを超える運送であって車両が引越荷物の発地又は

着地 に到着後、荷主の都合によって、留置された時間（荷物の積込、又は取卸しの時

間を含みます。）が下記の所定時間を超えた場合は、車両留置料を収受します。  

 

車  種  別  ６トン車まで  ６トンを超え１２トン車まで  

発地又は着地ごとに  １２０分  １５０分  

 

 車両留置料  

車種別  

時間  

１トン 

車まで 

２トン 

車まで 

３トン 

車まで 

４トン 

車まで 

５トン 

車まで 

６トン 

車まで 

８トン 

車まで 

10 トン 

車まで 

12 トン 

車まで 

３０分ま

でごとに 

1,230 

円  

1,360 

円  

1,460 

円  

1,560 

円  

1,710 

円  

1,880 

円  

2,140 

円  

2,360 

円  

2,460 

円  

 

（消費税及び地方消費税の加算方法）  

10. (1)運賃及び料金の総額に消費税法等に基づく税率を乗じて計算します。  

 (2)前号により計算した金額に 1 円未満のは数が生じた場合は 1 円単位に四捨五入しま  

す。  

 

（繁忙期割増）  

11．繁忙期割増の適用期間にまたがる運送については、次の式により算出した金額を加算

します。  

繁忙期に運送した運送距離に対応する基準運賃×０．３  

期間 割増率 

自３月 15 日～至４月 15 日 
3 割増 

自８月 25 日～至９月 31 日 

 

 

（計算の順序）  

12．運賃及び料金の計算は、次の順序により行います。  

  ① 使用車両及び時間又は運送距離による運賃の計算  

② 割増率の適用の計算  

③ 上下それぞれ 10％幅の適用計算  



④ ５．による運賃のは数処理  

    ⑤ 料金 

  ⑥ 実費の計算 

 

（実 費 負 担）  

13．次に定める荷役費用及び荷主の要求により要する費用は、実費として収受します。  

（１）諸資材料（運搬料を含む）  

（２）特殊荷役機械使用料  

（３）有料道路利用料  

（４）一時保管料 

 

14．フェリーボート利用料（自動車航送船利用料）  

（１）実車キロが１００キロメートル以内の運送 (時間制運賃 )であって､運送区間中

にフェリーボートを利用して運送する場合は (４時間又は８時間の範囲内で終了

する引越作 業)には次の式により算出した金額を収受します｡ 

     使用車両の航送料（助手に係る旅客運賃を含む）×２  

      ただし、基礎作業時間（４時間又は８時間）を超えた場合は、超過時間に応じ  

た時間加算額相当額を加算した実費を収受します。  

（２）実車キロが１００キロメートルを超える運送（距離制運賃）であって、運送区

間中にフェリーボートを利用して運送する場合には次の式により算出した金額

を収受します。 

     ｛使用車両の航送料（助手に係る旅客運賃を含む）＋航送期間中の固定費  

（１時間当たり車両留置料相当額×航送所要時間）｝×２  

 

（そ の 他）  

15．この運賃及び料金の適用に関して、この適用方に定めのない事項については、法令に

反しない範囲で、当事者間の取り決め又は慣習によるものとします。  

 

 

2024 年 10 月 31 日改定 

 



Ⅰ　時間制・距離制運賃に係る範囲 （単位：円）

４ 時 間 制 17,040 25,600 27,630 31,800 34,560 37,350 43,580 48,390 52,130

８ 時 間 制 38,710 43,580 47,710 54,630 59,490 64,330 74,660 83,690 87,100

基 礎 作 業 時 間
８ 時 間 を 超 え る
場 合 は １ 時 間
ま で 増 す ご と に

3,930 4,420 4,830 5,360 5,950 6,480 7,390 8,180 8,430

１００ ㎞を 超え
１ １ ０ ㎞ ま で

44,710 49,790 53,460 59,000 65,360 71,750 79,770 89,680 92,880

１ ２ ０ ㎞ ま で 46,570 51,890 55,700 61,480 68,090 74,780 83,570 93,320 96,780

１ ３ ０ ㎞ ま で 48,430 53,980 57,950 63,980 70,830 77,840 87,290 96,930 100,690

１ ４ ０ ㎞ ま で 50,290 56,060 60,130 66,470 73,580 80,840 90,550 100,700 104,620

１ ５ ０ ㎞ ま で 52,170 58,140 62,390 68,980 76,370 83,850 93,930 104,540 108,570

１ ６ ０ ㎞ ま で 54,030 60,210 64,650 71,480 79,110 86,880 97,520 108,410 112,450

１ ７ ０ ㎞ ま で 55,920 62,310 66,820 74,000 81,840 89,890 101,080 112,220 116,380

１ ８ ０ ㎞ ま で 57,750 64,370 69,100 76,470 84,620 92,950 104,620 116,040 120,290

１ ９ ０ ㎞ ま で 59,650 66,470 71,240 78,950 87,350 95,960 108,140 119,830 124,190

２ ０ ０ ㎞ ま で 61,470 68,540 73,490 81,450 90,120 98,990 111,710 123,690 128,130

２００㎞を超え５００㎞まで
２０㎞までを増すごとに 2,540 2,840 3,060 3,380 3,710 4,090 4,620 5,140 5,570

５ ０ ０ ㎞ を 超 え ５ ０ ㎞
ま で を 増 す ご と に 6,380 7,080 7,610 8,400 9,320 10,240 11,530 12,820 13,760

株式会社スタイル

10トン車
まで

12トン車
まで種　別

時

間

制

距

離

制

2024年10月31日

引 越 運 賃

車 両 別 １トン車
まで

２トン車
まで

３トン車
まで

４トン車
まで

５トン車
まで

６トン車
まで

８トン車
まで


